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令和 5 年度 鹿児島市スポーツ少年団登録事務について 

 

１ Web 登録および登録料納入の締切日 

⑴ 締切日   … 令和 5 年 7 月 31 日(月)  

⑵ 「Web 登録」及び「登録料の納入」を上記期限までに完了すること。 

⑶ システムの都合上、登録締切り以降は一切受理できません。 

 

２ 登録料の納入 

⑴ 団 員（１人）…登録料１，２００円（市５００円、県４００円、日本３００円） 

⑵ 指導者（１人）…登録料１，７００円（市５００円、県５００円、日本７００円） 

⑶ 支払方法 口座振込のみ 

 ➀ 現金・カード・コンビニ決済には対応しておりません。 

 ② 各単位団にて web 登録が完了し、事務局にて内容を確認し承認すると、単位団の 

  代表メールアドレス宛に「支払依頼（請求）メール」が届きます。メール文中に記 

  載されている市スポーツ少年団のゆうちょ銀行口座へお振込みをお願いします。 

  ※今年度より「払込取扱票」はありません。 

 ③ 振込手数料は、各単位団の負担となります。 

 ※要確認 お振込みの際は個人名義ではなく必ず「単位団名」でお振込みください。  

 

３ 単位スポーツ少年団の登録手続きの方法（詳細は別紙マニュアルを参照） 

 

４ 書類提出は、令和 5 年度より不要 

 前年度まで「登録確認用紙（各団でスポーツ少年団登録システムから名簿を印刷）」を事

務局へご提出いただいておりましたが、今年度より不要です。 

 

５ 配布物（受取物） 

 以下 5 点の受取物があります。今年度より登録完了後に事務局より各単位団へメールに

て「受取方法の確認」を行います。メール記載のフォームから、➀直接受取（事務局へ来

所）、②郵送（着払い）、③ブロック別母集団研修会の受取方法のご希望を回答いただきま

す。回答いただいたご希望に合わせて、対応いたします。尚、受取期限は 8 月 31 日（木）

です。 

⑴ 団認定リボン   ⑵ 団員証（ワッペン）   ⑶ 指導者証（ワッペン）         

⑷ 団認定証（新規登録団のみ）   ⑸ 役員・スタッフ証 

 

７ 留意事項 

⑴ Web 登録、登録料納入等の期日、時間は確実に守ってください。 

⑵ 人数と名簿、納入金が一致するように事前に再度確認してください。 

⑶ 受領証やスポーツ安全保険（番号）の控えは重要ですので、保管をお願いします。 



令和5年度鹿児島市スポーツ少年団登録事務の流れ（概略）

Web登録期間
5月9日（火）～７月31日（月）

※システムの都合上、登録締切り以降は一切受理できません。

済んでいない場合は、市スポーツ少年団事務局へ再招待依頼 → ＜アカウント発行メールについて＞へ

登録を継続する単位団については、変更・修正がないか確認

パスワードを入力し、ログイン

・指導者については、前年度から更新して登録する場合でも、毎年、資格の確認していただく必要があります。

※「更新」の方が「新規」で登録すると、別人とみなされシステム上で資格が引き継げなくなります。

※「個人ID」が必要な場合は、ご本人または保護者から市スポーツ少年団事務局までお問い合わせ下さい。

※ 氏名や生年月日に間違いがないか、再度、ご確認ください。

また、連絡先については、連絡がつきやすい番号（携帯電話番号等）をご登録下さい。

・登録要件を満たしてないと、原則、登録を認めておりません。ご相談は市スポーツ少年団事務局へ。

※緩和措置を適用する際は、市スポーツ少年団事務局へご連絡下さい。

＜登録要件＞

①団員10名以上の登録

②「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者」２名以上の登録

③18歳以上の指導者または役員、スタッフの中から代表者1名の登録

④指導者または役員、スタッフの中から事務担当者１名の登録

＜緩和措置＞

【指導者】

全ての更新単位団において「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者」が1名以下でも登録を可能とする。た

だし、以下の（1）または（2）を満たす必要があります。

（1）「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者」1名を登録した場合

➡この1名を除いた指導者、役員およびスタッフのうち少なくともの1名が、令和5年度にスタートコーチ

（スポーツ少年団）養成講習会の受講を修了する必要があります。

（2）「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者」がいない（0名）場合

➡指導者または役員・スタッフのうち少なくとも計2名が、令和5年度にスタートコーチ（スポーツ少年団）

養成講習会の受講を修了する必要があります。

【団員】

なるべく今年度中に10人以上の団員を確保できるように努める

① アカウント登録・パスワード設定 ✔マニュアル P6

② 単位団基本情報の登録 ✔マニュアルP9～P11

③ メンバー登録（団員・指導者・役員スタッフ） ✔マニュアルP12～P46

④ 登録確定 ✔マニュアルP47～P49

【連絡先メールアドレスについて】

今年度より４件の登録を必須とします。同じ方のアドレスは登録しないで下さい。

メールでのご連絡が増えており、多くの方が情報を得れるようにするためです。

「✔マニュアル」とは、本冊子後半の

「スポーツ少年団システム操作マニュアル＜単位団＞」

のことです。
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決済方法の選択 ⑴口座振り込み

※振込手数料は、各単位団の負担になります。

・市スポーツ少年団事務局にて登録内容を、「承認」し、単位団の代表メールアドレス宛に支払依頼（請求）メール

を送信します。支払依頼メールに記載の指定口座へ登録料をお振込みください。

・市スポーツ少年団事務局にて入金を確認後、登録完了となります。

「単位団名簿のダウンロード（PDF）」・「追加登録（～7/31）」・「登録内容の修正」が可能になります。

⑤ 申請・承認 ✔マニュアルP50～P51

⑥ 支払い ✔マニュアルP57

⑦ 登録完了・追加登録・修正 ✔マニュアルP59～P68

申請する

差戻し 承認

修正し、再度申請 支払いへ

不備なし不備あり

※支払依頼（請求）メールを受信後

以下5点の受取物があります。

⑴ 団認定リボン ⑵ 団員証（ワッペン） ⑶ 指導者証（ワッペン）

⑷ 団認定証（新規登録団のみ） ⑸ 役員・スタッフ証

今年度より登録完了後に事務局より各単位団へメールにて「受取方法の確認」を行います。メール記載のフォームか

ら、➀直接受取（事務局へ来所）、②郵送（着払い）、③ブロック別母集団研修会の受取方法のご希望を回答いただ

きます。回答いただいたご希望に合わせて、対応いたします。尚、受取期限は8月31日（木）です。

【受取場所（直接受取の場合）】鹿児島市スポーツ少年団事務局（鹿児島市スポーツ振興協会内）

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1 市民福祉プラザ３階 ※駐車場に限りあり

【時間帯】８:３０～１７:１５ ※土・日・祝の受付不可

⑧ 配布物（団員証等）の受取

受取期限 8月31日（木）

1-3



1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
アカウント発行メール 

届いている 

「アカウント発行メール（再招待依頼）」を、送付を希望するメールアドレスから、メールを送付。 

【依頼先】 鹿児島市スポーツ少年団事務局（sposho@kago-spo.or.jp） 

【記載内容】単位団名・担当者名・担当者連絡先・「アカウント発行メール（再招待依頼）希望」と記載 

している していない 

登録へ 

届いていない 

有効 無効 

パスワード設定をし登録へ

へ 

メールを受信後 

パスワード設定し登録へ 

しばらくしてもメールが 

届かない場合は事務局へ連絡 

（０９９－２４８－７７１８） 

＜アカウント発行メールについて＞  ✔マニュアル Ｐ6 

 ３月３１日に、スポーツ少年団登録システム（noreply@japan-sports.or.jp）より登録されている代表メ

ールアドレス宛に「アカウント発行メール」件名：【スポーツ少年団登録システム】新規アカウント発行の

お知らせが送信されています。そのメール本文中の URL からパスワードの設定が必要です。 

パスワードの設定後、登録システムにログインすることができます。昨年度、登録されていた単位団も

「アカウント発行メール」より再度、パスワードの登録が必要となります。 

※メール本文中のＵＲＬには期限があります。 

  

パスワード設定を 

URL の期限が 
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Web登録チェックリスト 

チェック項目 チェック欄 

●単位団名とフリガナが正しく登録されていますか。 
 

●連絡先メールアドレスを、４件以上登録していますか。（同一人物×） 
 

●活動日数は週２～３日以内（月 12 回以内）になっていますか。 
 

●活動場所は使用する施設名を全て登録していますか。 
 

●PR コメント欄に記入していますか。 
 

●今年度登録する人や人数に間違いはないですか。 
 

●登録するメンバー全てに氏名が設定されていますか。 
 

●登録するメンバー全てに生年月日が設定されていますか。 
 

●団員を 10 名以上登録していますか。 
 

●スポーツ少年団の理念を学んでいる指導者を２名以上登録していますか。 
 

●18 歳以上の指導者または役員・スタッフを 2 名以上登録していますか。 
 

●指導者等の二重登録はありませんか。 
 

●指導者または役員・スタッフの中から代表者を登録していますか。 
 

●指導者または役員・スタッフの中から事務担当者を登録していますか。 
 

●登録人数と登録料を支払った人数は合っていますか。 
 

※登録要件の緩和措置を受ける際は、事務局へ連絡しましたか。 
 

 

＜連絡先＞ 
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①単位団の今年度登録

について

新規登録する
市区町村に問合せ、新規アカウントを

発行するP.6

更新登録する メンバー登録を行うP.14

更新しない 「更新しない」を選択する P.16

②メンバー登録

新規登録の場合（団員P.17、指導者P.22、役員・スタッフP.39）

更新登録の場合（団員P.21、指導者P.35、役員・スタッフP.46）

更新しない場合（団員P.21、指導者P.38、役員・スタッフP.46）

③登録の確定 登録確定の手順 P.47

④市区町村スポーツ少

年団への申請
申請についてP.50 決済方法の選択 P.50

⑤登録料の支払 支払について P.50 支払の手順 P.52～P.58

⑥登録完了 登録完了についてP.59

⑦追加登録

決済完了前の追加登録 P.61

決済完了後の追加登録 P.64

⑧各種内容の修正

登録内容の修正についてP.65

アカウント情報の修正 P.65

単位団基本情報の修正 P.67

※市区町村スポーツ少年団によって登録期間が異なるため、ご注意ください。4月1日から7月31日までの流れ(※)

目次は基本的に登録手順と連動しておりますが、本ページではより分かりやすいように、作業されるパターンに応じた
本マニュアルの該当ページをお示ししています。

「単位スポーツ少年団の登録の流れ」と本マニュアルの該当ページ
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1 メンバー登録 メンバー登録の申請をした時 申請完了のお知らせ ●

2 メンバー登録 市区町村からメンバー登録の承認がおりた時 支払依頼のお知らせ ●

3 メンバー登録 市区町村からメンバー登録の差し戻しがあった時 登録内容差し戻しのお知らせ ●

4 メンバー登録
コンビニ決済を選択し、市区町村の承認後、支払依頼があった

時
登録に関するコンビニ支払番号発行のお知らせ ●

5 メンバー登録
支払後（窓口支払・口座振り込み・クレジットカード（クレ

ジットカードの場合はカード情報入力後）の場合）
登録完了のお知らせ ●

6 メンバー登録 支払い後（コンビニ支払いの場合） 支払完了のお知らせ ●

7 アカウント 再招待メール 再招待のお知らせ ●

8 アカウント 新規単位団を作成した時 新規アカウント発行のお知らせ ●

9 アカウント 代表メールアドレスを変更した時 メールアドレス変更手続きのお知らせ ●

10 アカウント パスワードを変更した時 パスワード変更のお知らせ ●

11 アカウント パスワードを再発行した時 パスワード再発行のお知らせ ●

12 その他
日本スポーツ少年団・都道府県スポーツ少年団・市区町村ス

ポーツ少年団からの一斉メール
― ● ●

内　　容 メールの件名
単位団

（代表メールアドレス）

単位団

（連絡先メールアドレス）

＜複数＞

No. 項目

スポーツ少年団登録システムにて登録作業等を行っていただくにあたり、ご登録いただいたメールアドレス宛
に各種メールが送信されます。メールの内容と送信先のメールアドレスを下記にお示ししています。

メール受信先一覧
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スマートフォンやタブレット、PCでの
ウィンドウ画面が小さな場合、メニュー
が非表示となります。

画面左上の「三」をクリックすることで、
メニューが表示されます。

画面左側にメニューが表示されます。

各メニュー項目から登録等を行います。

トップ画面（スマートフォン・タブレット・PCブラウザウィンドウが小さい場合）

トップ画面（PC）

各端末の操作画面について
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「スポーツ少年団登録規定施行細則」に定める登録要件について

・「スポーツ少年団登録規程施行細則」に定める

単位スポーツ少年団として構成・登録する際に必要となる最低人数について

5

※パターンBおよびCは、新規登録単位スポーツ少年団のみ適用が可能です。

理念〇 理念×

18歳以上 18歳以上

A 2名 10名

B※ 1名 1名 10名

C※ 0名 2名 10名

団員指導者

パ

タ

ー

ン

1. 令和元（2019）年度にスポーツ少年団認定育成員・認定員の資格を保有した者

2. JSPO公認スタートコーチ（スポーツ少年団）資格を保有している者

3. 令和元（2019）年度以前にシニア・リーダーとして資格を認定され、令和5(2023)

年度まで引き続き登録を行っている者

4. 令和2（2020）年度以降にシニア・リーダーとして資格を認定され、引き続き登録

を行っており、併せて他の指導者資格を保有している者

理念○【スポーツ少年団の理念を学んだ指導者】に該当する者



・1-1. アカウント登録

1.はじめに

日本スポーツ少年団（または市区町村スポーツ少年団、都道府県スポーツ少年団）から届く「アカウント発行メール」より

アカウント登録を行います。

前年度、登録されていた単位団も「アカウント発行メール」より再度、パスワードの設定が必要となります。

※新規で単位団を設立する場合は、市区町村スポーツ少年団にお問合せ下さい。

登録手順

メール本文中のURLをクリックします。

① 3月下旬に、日本スポーツ少年団（または市区町村スポーツ少年団、都道府県スポーツ少年団）より

単位団の代表メールアドレス宛に、下記件名の「アカウント発行メール」が届いているかを確認します。

件名： 【スポーツ少年団登録システム】新規アカウント発行のお知らせ

② 上記件名のメールを開き、メール本文中のURLをクリックします。

メール本文中のURLをクリックすると、「パスワードの登録」画面に遷移します。

※パスワードの登録には条件がありますので、画面青枠内の注意事項をご確認ください。

登録手順

＜パスワード登録の必須項目＞

・英字小文字を1文字以上

・英字大文字を1文字以上

・数字を1文字以上

・記号を1文字以上

・1-2. パスワードの登録

① 「パスワード」にお好きなパスワードを入力します。

② 「パスワード（確認用）」に再度、①と同じパスワードを入力します。

③ をクリックし、登録は完了となります。保存する
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・1-３. 利用規約、個人情報保護方針への同意

1.はじめに

パスワードの登録が完了すると、利用規約・個人情報保護方針が表示されますので必ずご一読いただき、

「同意する」にチェックを入れ、 をクリックしてください。

※「同意する」にチェックを入れないと、「次へ進む」ボタンはクリックできません。

次へ進む

7



・1-4.ログイン

1.はじめに

ログイン画面のURLをクリックします。＜URL: https://jjsa-entry.japan-sports.or.jp/login ＞

『ログインID（数字10桁）』と『パスワード』を入力して、 をクリックします。

※1-2に記載のパスワードの登録完了後は、ログイン画面（上記URL）からログインを行ってください。

ログイン

ログインID・・数字10桁の単位団の団体番号

パスワード・・単位団にて設定したパスワード

「□パスワードを表示する」にチェックを入れる

と入力したパスワードを確認することができます。

●スポーツ少年団登録システムに関する操作手順動画（YouTube）

・・登録システムに関する操作動画をYouTubeにて掲出しています。

●よくある質問（単位団向け）

・・登録システムに関する「よくある質問」をまとめた

FAQを掲出しています。

●前年度JSPO資格養成講習会受講修了者の操作方法

・・前年度JSPO資格養成講習会を受講修了された方の

指導者への登録方法を掲出しています。

●JSPO公認コーチングアシスタントへの資格移行手続きマニュアル

・・「旧スポーツ少年団認定員」向けの資格移行手続きに関する

手順を掲出しています。

●マニュアル

・・単位団向けのマニュアルを掲出しています。

必要な場合は、こちらからダウンロードを行ってください。

⚠ログインに失敗した場合、以下の可能性が想定されます。

①ログインIDを間違えている

・・アカウント発行メールの宛名欄に記載されている数字10桁を

ご確認ください。

②アカウントにロックがかかっている

・・ログインに10回以上失敗すると、アカウントがロックされ、

ログインができなくなります。

※ロックの解除は市区町村スポーツ少年団にお問合せ下さい。

③パスワードを間違えている

・・「パスワードを忘れた方はこちら」よりパスワードの再設定

を行ってください。

※パスワード再設定に関するご案内メールは、単位団の

代表メールアドレス宛に送信されます。
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・1-5. 基本情報の登録について

1.はじめに

アカウントの発行、パスワードの登録が完了後、【単位団の基本情報】の登録が必要となります。

ログイン後、「基本情報」・「活動情報」の登録を行ってください。

・【基本情報】の登録

【基本情報】★入力必須項目

★ 結成年月日（西暦）

・・結成した年月日を入力してください

★ 保険加入

・・保険加入の有無を入力してください

● 連絡先メールアドレス（最大4件まで登録可能）

・・市区町村スポーツ少年団、都道府県スポーツ少年団および

日本スポーツ少年団からお知らせメールが送信されます。

必要な場合は登録してください。

入力後、 をクリックしてください。保存する
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・1-5. 基本情報の登録について

1.はじめに

アカウントの発行、パスワードの登録が完了後、【単位団の基本情報】の登録が必要となります。

ログイン後、「基本情報」・「活動情報」の登録を行ってください。

・【活動情報】の登録

【活動情報】★入力必須項目

★ 活動頻度

・・結成した年月日を入力してください

★ 育成母集団

・・育成母集団の有無を入力してください

★ 総合型クラブとの連携

・・総合型地域スポーツクラブとの連携の有無を入力してください

★ 活動施設

・・活動する場所（施設）を入力してください

● URL

・・HPやSNS等のURLを入力してください

● PRコメント

・・PRコメントを入力してください

★ 種目

・・活動している種目を選択してください（複数選択可能）

入力後、 をクリックしてください。保存する
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・1-5. 基本情報の登録について

1.はじめに

アカウントの発行、パスワードの登録が完了後、【単位団の基本情報】の登録が必要となります。

ログイン後、「基本情報」・「活動情報」の登録を行ってください。

・【代表者】・【事務担当者】の変更

単位団の【代表者】および【事務担当者】は登録完了の「指導者」、「役員」または「スタッフ」から選択が可能です。

【代表者】・【事務担当者】

・・・既に となっている「指導者」、「役員」ま

たは「スタッフ」の中から選択が可能です。

当該者の氏名がプルダウンで自動的に表示されますので、変更さ

れる方を選択してください。

選択後、 をクリックし、変更は完了となります。

※事務担当者の住所宛に日本スポーツ協会（JSPO）が発刊する

「Sport Japan」（奇数月10日発刊）が2ヶ月に1度送付されます。

保存する

【単位団基本情報】の連絡先の

右側 ボタンを

クリックしてください。

編集する

登録完了
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＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

2-1.メンバー登録の構造・流れについて

12

左側メニューの『メンバー登録』から、今年度単位団に所属し、活動するメンバー（団員、指導者、役員・スタッフ）の登録を行います。

【団員】【指導者】【役員・スタッフ】の登録は同時に行うことができます。

・『団員』の登録：「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」

・『指導者』の登録：「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」「資格情報（※2）」「住所」「電話番号」

・『役員・スタッフ』の登録：「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」「住所」「電話番号」

登録必須項目（※事前にご準備いただくもの）

※1:「個人ID」とは個人を識別するためのIDを指します。（次ページ参照）
個人IDがご不明な場合は、所属する単位団または前年度所属単位団の代表者もしくは市区町村スポーツ少年団に
お問合せください。（ただし、今年度『新規登録』をされる方は、個人IDは不要です。）

※2:「資格情報」とは、各資格の種別や資格番号を指します。
指導者として登録するにあたって、保有している資格情報（資格の種別と資格番号）が必要となります。

※留意事項※

『メンバー登録』より登録者の情報を入力

『メンバー登録』を確定する
登録料を確認する

登録完了

支払方法を選択する

支払依頼メールを単位団に送信

単位団の登録
内容を確認する

登録料を支払

登録内容に問題が
なければ【承認】

登録内容の修正が
必要であれば【差戻】

市区町村へ登録内容を『申請する』

支払依頼メールを受信・確認する

単位団 市区町村スポーツ少年団

※メンバー登録作業においては、市区町村スポーツ少年団の承認が必要となります。

承認の場合：市区町村スポーツ少年団からの支払依頼メールに従って登録料の支払いに進みます。
差戻の場合：市区町村スポーツ少年団からの指摘事項に沿って「メンバー登録」の入力画面から修正を行い、

再度、市区町村スポーツ少年団へ申請を行います。

登録料の納入を確認

２．メンバー登録
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確認手順

左側メニューより『単位団基本情
報』をクリックします。

※単位団が個人IDを確認する方法

『単位団基本情報』画面の団員、指導者、役員・ス
タッフ一覧において、「個人ID」の欄に記載されて
いる英数字が当該者の「個人ID」となります。

※個人IDは半角英数字8桁を付与しております。
※個人IDの初め2文字の「SS」は統一して付与して
おります。
※今年度「新規登録」をされる方については、「登
録完了」後に個人IDが付与されます。

個人IDがご不明な場合は、所属する単位団または前年度所属単位団の代表者もしくは市区町村スポーツ少年団に
お問合せください。（ただし、今年度『新規登録』をされる方は、個人IDは不要です。）

※個人IDについて
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2-2.メンバー登録の『開始』と『更新しない』について

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

◆『開始（新規） 』の場合
ボタンをクリックします。

登録開始に関する確認画面が表示されます。

ボタンををクリックします。

開始

OK

今年度から新規で登録する単位団の場合 ＜新規＞

「ステータス」
・・・現在の登録作業状況が表示されます。
詳細（⇒P.48「登録確定」ページ)

「団員」
・・・団員の情報が表示されます。

「指導者」
・・・指導者の情報が表示されます。

「役員・スタッフ」
・・・役員・スタッフの情報が表示されます。

「登録料」
・・・所属する市区町村スポーツ少年団が
設定している今年度の登録料が表示され
ます。
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2-2.メンバー登録の『開始』と『更新しない』について

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

◆『開始（更新） 』の場合

昨年登録していた単位団の場合 ＜更新＞

「ステータス」
・・・現在の登録作業状況が表示されます。詳
細（⇒P.48「登録確定」ページ)

「団員」
・・・団員の情報が表示されます。（更新の場合、
昨年度登録していた団員の氏名等の情報が
表示されます）

「指導者」
・・・指導者の情報が表示されます。（更新の場
合、昨年度登録していた指導者の氏名等の情
報が表示されます）

「役員・スタッフ」
・・・役員・スタッフの情報が表示されます。
（更新の場合、昨年度登録していた役員・ス
タッフの氏名等の情報が表示されます）

「登録料」
・・・所属する市区町村スポーツ少年団が設定
している今年度の登録料が表示されます。

ボタンをクリックします。

登録開始に関する確認画面が表示されます。

ボタンををクリックします。

開始

OK
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2-2.メンバー登録の『開始』と『更新しない』について

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

をクリックします。

確認画面が表示されるので をクリック
します。

更新しない

OK

「更新しない」に設定が完了しました。

◆『更新しない』場合

メンバー登録画面の上段 をクリック

することで、登録作業の履歴が削除されます。

確認画面が表示されるので をクリッ

クします。

削除

◆『開始』をクリックし、登録作業を開始した後『更新しない』に変更したい場合

OK

登録内容の「削除」が完了次第、

をクリックすると、

「更新しない」に設定が完了します。

更新しない
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2-3.団員の登録(新規)

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

団員の新規登録には3つの登録パターンがあります。それぞれの登録手順に沿って、登録を行ってください。

＋新規(はじめて登録する人) ＋過去に登録したことがある人

登録必須項目（※事前にご準備いただくもの）

＋重複(複数団で登録する人)

「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」

※１：「個人ID」とは個人を識別するためのIDを指します。

または から登録される方は個人IDを使用しますので、

登録前に必ず「個人ID」をご確認ください。

個人IDがご不明な場合は、所属する単位団または前年度所属していた単位団の代表者もしくは市区町村スポーツ少年団に

お問合せください。※今年度『新規登録』をされる方は、メンバー登録の時点では個人IDはありません。

‥‥スポーツ少年団登録システムに初めて登録する方 ⇒「個人ID」はまだ付されていません

‥‥令和2（2020）年度以降にスポーツ少年団登録システムに登録をされたことがある方

⇒ 既に「個人ID」が付与されています（※詳細下記）

‥‥既に他の単位団や市区町村・都道府県スポーツ少年団に登録されている方

⇒ 既に「個人ID」が付与されています（※詳細下記）

＋新規(はじめて登録する人)

＋過去に登録したことがある人

＋重複(複数団で登録する人)

＋過去に登録したことがある人 ＋重複(複数団で登録する人)

登録手順

を

クリックします。

＋新規(はじめて登録する人)

登録手順

【基本情報】を入力します。
★必須入力項目

★ 「氏（カナ）」
★ 「名（カナ）」
★ 「性別」
★ 「生年月日」

入力後、 をクリックします。次へ
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2-3.団員の登録(新規)

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

【登録情報】を確認します。

● 「氏（カナ）」
● 「名（カナ）」
● 「性別」
● 「生年月日」

登録情報を確認し、内容に間違い

がなければ、 を

クリックします。

登録する

登録手順

団員の新規登録作業が完了しました。
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2-3.団員の登録(新規)

・団員【+過去に登録したことがある人】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

をクリックします。

＋過去に登録したことがある人

登録手順

【基本情報】を入力します。
★必須入力項目

★ 「氏（カナ）」
★ 「名（カナ）」
★ 「性別」
★ 「生年月日」
★ 「個人ID」
※個人IDがご不明な場合は、前年度所属し
ていた単位団の代表者または市区町村ス
ポーツ少年団にお問い合わせください。

入力後、 をクリックします。次へ

登録手順

【登録情報】を確認します。

●「氏（カナ）」
●「名（カナ）」
●「性別」
●「生年月日」
●「既に登録完了している所属団体」

登録情報を確認し、内容に間違いがなければ、

をクリックします。登録する

登録手順

【+過去に登録したことがある人】
の団員の登録作業が完了しました。
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2-3.団員の登録(新規)

・団員【+重複(複数団で登録する人)】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

をクリックします。

登録手順

【+重複（複数団で登録する人）】
の団員の登録作業が完了しました。

＋重複(複数団で登録する人)

登録手順

【基本情報】を入力します。
★必須入力項目

★ 「氏（カナ）」
★ 「名（カナ）」
★ 「性別」
★ 「生年月日」
★ 「個人ID」
※個人IDがご不明な場合は、前年度所属して
いた単位団の代表者または市区町村スポーツ
少年団にお問い合わせください。

入力後、 をクリックします。次へ

登録手順

【登録情報】を確認します。

●「氏（カナ）」
●「名（カナ）」
●「性別」
●「生年月日」
●「既に登録完了している所属団体」

登録情報を確認し、内容に間違いがなければ、

をクリックします。
登録する

登録手順

20

２．メンバー登録



2-4.団員の登録(更新)

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

前年度に登録していた情報は予め入力されています。
※「認定番号」(ジュニア・リーダーおよびシニア・リーダー)の変更はできません。

・団員【更新登録】をする場合

登録手順

「継続登録する場合」

⇒表示されている氏名を確認し、
『更新する』ボタンをクリックします。

登録手順

『登録変更』

「指導者」または「役員・スタッ

フ」に登録区分の変更ができます。

※団員から指導者に変更した場合は、

新たに資格確認と連絡先の登録が必

須となります。

※団員から役員・スタッフに変更し

た場合、新たに連絡先の登録が必須

となります。

『修正』

「氏」「氏(カナ)」「住所」など

登録情報の修正ができます。

「名」「名(カナ)」の修正が必要な

場合は、「登録完了」となった後、

市区町村スポーツ少年団にお問合せ

ください。

※他人の情報に書き換える等の操作

は絶対に行わないようお願いいたし

ます。

登録手順

「更新しない場合」

⇒表示されている氏名を確認し、
『更新しない』ボタンをクリックします。
『更新しない』を選択された場合、
氏名等の情報がグレーに網掛けされ、
下段に表示されます。

◆更新する場合

◆更新しない場合
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2-5.指導者の登録(新規)

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

をクリックします。

＋新規(はじめて登録する人)

登録必須項目（※事前にご準備いただくもの）

「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」

※１：「個人ID」とは個人を識別するためのIDを指します。

または から登録される方は個人IDを使用しますので、

登録前に必ず「個人ID」をご確認ください。

個人IDがご不明な場合は、所属する単位団または前年度所属していた単位団の代表者もしくは市区町村スポーツ少年団に

お問合せください。※今年度『新規登録』をされる方は、メンバー登録の時点では個人IDはありません。

‥‥スポーツ少年団登録システムに初めて登録する方 ⇒「個人ID」はまだ付されていません

‥‥令和2（2020）年度以降にスポーツ少年団登録システムに登録をされたことがある方

⇒ 既に「個人ID」が付与されています（※詳細下記）

‥‥既に他の単位団や市区町村・都道府県スポーツ少年団に登録されている方

⇒ 既に「個人ID」が付与されています（※詳細下記）

＋新規(はじめて登録する人)

＋過去に登録したことがある人

＋重複(複数団で登録する人)

＋過去に登録したことがある人 ＋重複(複数団で登録する人)

指導者の新規登録には3つの登録パターンがあります。それぞれの登録手順に沿って、登録を行ってください。

＋新規(はじめて登録する人) ＋過去に登録したことがある人 ＋重複(複数団で登録する人)
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2-5.指導者の登録(新規)

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

【基本情報】を入力します。
★必須入力項目

●「役職」
・・単位団の『代表者』もしくは『事務担当者』

の場合は、選択してください。
★ 「氏名」
★ 「氏名（カナ）」
★ 「性別」
★ 「生年月日」
★ 「郵便番号」
★ 「住所」
★ 「電話番号」
● 「メールアドレス」

入力後、 をクリックします。次へ
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2-5.指導者の登録(新規)

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

上記1～4のいずれにも該当しない者

スポーツ少年団の理念を学んでいない指導者（理念なし）について

以下のすべての指導者資格の保有状況について、「はい」または「いいえ」で回答いただきますので、

保有されている指導者資格の登録番号を予めご確認ください。

● JSPO公認スポーツ指導者資格を保有している者

確認方法 お持ちの指導者カードの裏面に記載の

半角数字7桁をご確認ください

● 前年度のJSPO公認スポーツ指導者資格（スタートコーチ（スポーツ少年団）含む）養成講習会を
受講し、修了した者

確認方法 指導者マイページにログインの上、

トップページの「講習会申込履歴」に

記載の受講番号をご確認ください

● 日本サッカー協会（JFA）公認指導者資格（C級以上）を保有している

確認方法 公益財団日本サッカー協会の運営する「JFA ID」またはお持ちの指導者ライセンス証を

ご確認ください

● 日本バスケットボール協会（JBA）公認指導者資格（C級以上）を保有している者

確認方法 公益財団法人日本バスケットボール協会の運営する「TeamJBA（会員登録管理システム）」

またはお持ちの登録証（カード）をご確認ください

● JSPO公認スポーツリーダーまたは失効した認定員資格を保有している者

確認方法 お持ちの認定証をご確認ください

【表面】 【裏面】

以下に該当する方は、「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者（理念○）」として登録が可能です。

1. 令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において「認定育成員資格」保有者であった者

2. 令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において「認定員資格」保有者であった者

3. 令和元（2019）年度以前にシニア・リーダー資格を認定され、現在も保有している者（※令和5登録までの移行措置）

または、令和2（2020）年度以降にシニア・リーダー資格を認定され現在も保有し、併せて他の指導者資格も保有している者

4. JSPO公認スタートコーチ（スポーツ少年団）資格を保有している者（前年度同資格養成講習会受講修了を含む）

スポーツ少年団の理念を学んだ指導者（理念あり）について
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2-5.指導者の登録(新規)

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

以下のすべての指導者資格の保有状況について、「はい」または「いいえ」を選択してください。

また、保有されている指導者資格に「はい」を選択のうえ、資格の各種登録番号を入力してください。

⚠️ 指導者登録には必ずいずれかの資格で「はい」を選択のうえ、登録番号を入力する必要があります。

⚠️ 各種資格が「有効状態」であるかを確認しております。

「エラー」が表示された場合は、お持ちの資格の有効状態や登録番号を再度ご確認ください。

登録手順

保有されている指導者資格の項目に

「はい」を選択のうえ、

資格の各種登録番号を入力してください。

※保有されていない指導者資格には、

必ずすべてに「いいえ」を選択してください。

すべての項目の選択が完了次第、

をクリックしてください。

赤字で「エラー」が表示された場合は、お持ちの

資格の有効状態や登録番号を再度ご確認ください。

確認する
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2-5.指導者の登録(新規)

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

確認画面が表示されますので、
登録内容に問題がなければ、

をクリックしてください。登録する

登録手順

指導者の新規登録が完了しました。
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2-5.指導者の登録(新規)

・指導者【+過去に登録したことがある人】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

をクリックします。

＋過去に登録したことがある人

登録手順

【基本情報】を入力します。
★必須入力項目

★「氏（カナ）」
★「名（カナ）」
★「性別」
★「生年月日」
★「個人ID」

※個人IDがご不明な場合は、所属する単位団ま
たは前年度所属していた単位団の代表者もしく
は市区町村スポーツ少年団にお問合せください。

入力後、 をクリックします。次へ

登録手順

【登録情報】を確認します。

●「氏（カナ）」
●「名（カナ）」
●「性別」
●「生年月日」 ●「住所」
●「電話番号」 ●「メールアドレス」
●「既に登録完了している所属団体」
●「役職」

登録情報を確認し、内容に間違いがなければ、

をクリックします。次へ
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2-5.指導者の登録(新規)

・指導者【+過去に登録したことがある人】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

上記1～4のいずれにも該当しない者

スポーツ少年団の理念を学んでいない指導者（理念なし）について

以下のすべての指導者資格の保有状況について、「はい」または「いいえ」で回答いただきますので、

保有されている指導者資格の登録番号を予めご確認ください。

● 令和元(2019)年度「認定育成員」・「認定員」・「シニア・リーダー」のいずれかの資格を保有し
ていた者

確認方法 お持ちの認定証または登録システムの「単位団基本情報」より該当者の氏名をクリックのうえ、
ご確認ください

● JSPO公認スポーツ指導者資格を保有している者

確認方法 お持ちの指導者カードの裏面に記載の

半角数字7桁をご確認ください

● 前年度のJSPO公認スポーツ指導者資格（スタートコーチ（スポーツ少年団）含む）養成講習会を
受講し、修了した者

確認方法 指導者マイページにログインの上、

トップページの「講習会申込履歴」に

記載の受講番号をご確認ください

● 日本サッカー協会（JFA）公認指導者資格（C級以上）を保有している

確認方法 公益財団日本サッカー協会の運営する「JFA ID」またはお持ちの指導者ライセンス証を

ご確認ください

● 日本バスケットボール協会（JBA）公認指導者資格（C級以上）を保有している者

確認方法 公益財団法人日本バスケットボール協会の運営する「TeamJBA（会員登録管理システム）」

またはお持ちの登録証（カード）をご確認ください

● JSPO公認スポーツリーダーまたは失効した認定員資格を保有している者

確認方法 お持ちの認定証をご確認ください

【表面】 【裏面】

以下に該当する方は、「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者（理念○）」として登録が可能です。

1. 令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において「認定育成員資格」保有者であった者

2. 令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において「認定員資格」保有者であった者

3. 令和元（2019）年度以前にシニア・リーダー資格を認定され、現在も保有している者（※令和5登録までの移行措置）

または、令和2（2020）年度以降にシニア・リーダー資格を認定され現在も保有し、併せて他の指導者資格も保有している者

4. JSPO公認スタートコーチ（スポーツ少年団）資格を保有している者（前年度同資格養成講習会受講修了を含む）

スポーツ少年団の理念を学んだ指導者（理念あり）について
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2-5.指導者の登録(新規)

・指導者【+過去に登録したことがある人】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

以下のすべての指導者資格の保有状況について、「はい」または「いいえ」を選択してください。

また、保有されている指導者資格に「はい」を選択のうえ、資格の各種登録番号を入力してください。

⚠️ 指導者登録には必ずいずれかの資格で「はい」を選択のうえ、登録番号を入力する必要があります。

⚠️ 各種資格が「有効状態」であるかを確認しております。

「エラー」が表示された場合は、お持ちの資格の有効状態や登録番号を再度ご確認ください。

登録手順

保有されている指導者資格に「はい」を選択のうえ、

資格の各種登録番号を入力してください。

※既に資格の登録番号が入力されている場合は、ご確認ください。

保有されていない指導者資格には、

すべてに必ず「いいえ」を選択してください。

すべての項目の選択が完了次第、

をクリックしてください。

赤字で「エラー」が表示された場合は、

お持ちの資格の有効状態や登録番号を再度ご確認ください。

確認する
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2-5.指導者の登録(新規)

・指導者【+過去に登録したことがある人】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

確認画面が表示されますので、

登録内容に問題がなければ、

をクリックしてください。登録する

登録手順

指導者【+過去に登録したことがある人】

の新規登録は完了です。
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2-5.指導者の登録(新規)

・指導者【+重複(複数団で登録する人)】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

【基本情報】を入力します。
★必須入力項目

★「氏（カナ）」
★「名（カナ）」
★「性別」
★「生年月日」
★「個人ID」

※個人IDがご不明な場合は、所属する単位団または
前年度所属していた単位団の代表者もしくは市区町
村スポーツ少年団にお問合せください。

入力後、 をクリックします。次へ

登録手順

【登録情報】を確認します。

●「氏（カナ）」
●「名（カナ）」
●「性別」
●「生年月日」 ●「住所」
●「電話番号」 ●「メールアドレス」
●「既に登録完了している所属団体」
●「役職」

登録情報を確認し、内容に間違いがなければ、

をクリックします。次へ

登録手順

をクリックします。

＋重複(複数団で登録する人)
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2-5.指導者の登録(新規)

・指導者【+重複(複数団で登録する人)】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

以下のすべての指導者資格の保有状況について、「はい」または「いいえ」で回答いただきますので、

保有されている指導者資格の登録番号を予めご確認ください。

● 令和元(2019)年度「認定育成員」・「認定員」・「シニア・リーダー」のいずれかの資格を保有し
ていた者

確認方法 お持ちの認定証または登録システムの「単位団基本情報」より該当者の氏名をクリックのうえ、
ご確認ください

● JSPO公認スポーツ指導者資格を保有している者

確認方法 お持ちの指導者カードの裏面に記載の

半角数字7桁をご確認ください

● 前年度のJSPO公認スポーツ指導者資格（スタートコーチ（スポーツ少年団）含む）養成講習会を
受講し、修了した者

確認方法 指導者マイページにログインの上、

トップページの「講習会申込履歴」に

記載の受講番号をご確認ください

● 日本サッカー協会（JFA）公認指導者資格（C級以上）を保有している

確認方法 公益財団日本サッカー協会の運営する「JFA ID」またはお持ちの指導者ライセンス証を

ご確認ください

● 日本バスケットボール協会（JBA）公認指導者資格（C級以上）を保有している者

確認方法 公益財団法人日本バスケットボール協会の運営する「TeamJBA（会員登録管理システム）」

またはお持ちの登録証（カード）をご確認ください

● JSPO公認スポーツリーダーまたは失効した認定員資格を保有している者

確認方法 お持ちの認定証をご確認ください

【表面】 【裏面】

以下に該当する方は、「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者（理念○）」として登録が可能です。

1. 令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において「認定育成員資格」保有者であった者

2. 令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において「認定員資格」保有者であった者

3. 令和元（2019）年度以前にシニア・リーダー資格を認定され、現在も保有している者（※令和5登録までの移行措置）

または、令和2（2020）年度以降にシニア・リーダー資格を認定され現在も保有し、併せて他の指導者資格も保有している者

4. JSPO公認スタートコーチ（スポーツ少年団）資格を保有している者（前年度同資格養成講習会受講修了を含む）

スポーツ少年団の理念を学んだ指導者（理念あり）について

上記1～4のいずれにも該当しない者

スポーツ少年団の理念を学んでいない指導者（理念なし）について
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2-5.指導者の登録(新規)

・指導者【+重複(複数団で登録する人)】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

⚠️ 指導者登録には必ずいずれかの資格で「はい」を選択のうえ、登録番号を入力する必要があります。

⚠️ 各種資格が「有効状態」であるかを確認しております。

「エラー」が表示された場合は、お持ちの資格の有効状態や登録番号を再度ご確認ください。

登録手順

保有されている指導者資格に「はい」を選択のうえ、

資格の各種登録番号を入力してください。

※既に資格の登録番号が入力されている場合は、ご確認ください。

保有されていない指導者資格には、

すべてに必ず「いいえ」を選択してください。

すべての項目の選択が完了次第、

をクリックしてください。

赤字で「エラー」が表示された場合は、

お持ちの資格の有効状態や登録番号を再度ご確認ください。

確認する

以下のすべての指導者資格の保有状況について、「はい」または「いいえ」を選択してください。

また、保有されている指導者資格に「はい」を選択のうえ、資格の各種登録番号を入力してください。
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2-5.指導者の登録(新規)

・指導者【+重複(複数団で登録する人)】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

指導者【+重複(複数団で登録する人)】

の新規登録は完了です。

登録手順

確認画面が表示されますので、

登録内容に問題がなければ、

をクリックしてください。登録する
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2-6.指導者の登録(更新)

・指導者【更新登録】をする場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

「更新登録する場合」
⇒表示されている氏名を確認のうえ、

『更新する』をクリックします。

前年度に登録された指導者の資格情報（登録番号）は既に登録システムに入力されております。
間違いがないかご確認ください。
※「認定番号」(認定員・認定育成員等)の変更はできません。

登録手順

「資格の確認」と「理念」の項目が赤色の場合、
資格確認が未確認となっているため、
確認作業を行ってください。

前年度から更新して登録する場合でも、毎年資格
の確認をしていただく必要があります。

氏名の右側の をクリックし、
確認作業に進んでください。

資格確認

◆更新する場合

登録手順

『修正』（「登録内容の変更」）
登録内容に誤りがある場合は、『修正』から変更を行います。

「氏」「氏(カナ)」「住所」などの登録情報の修正ができます。
「名」「名(カナ)」の修正が必要な場合は、
『登録完了』となった後、市区町村スポーツ少年団にお問合せくだ
さい。
※他人の情報に書き換える等の操作は絶対に行わないようお願いい
たします。

『登録変更』
「団員」または「役員・スタッフ」に登録区分の変更できます。
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2-6.指導者の登録(更新)

・指導者【更新登録】をする場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

以下のすべての指導者資格の保有状況について、「はい」または「いいえ」で回答いただきますので、

保有されている指導者資格の登録番号を予めご確認ください。

● 令和元(2019)年度「認定育成員」・「認定員」・「シニア・リーダー」のいずれかの資格を保有し
ていた者

確認方法 お持ちの認定証または登録システムの「単位団基本情報」より該当者の氏名をクリックのうえ、
ご確認ください

● JSPO公認スポーツ指導者資格を保有している者

確認方法 お持ちの指導者カードの裏面に記載の

半角数字7桁をご確認ください

● 前年度のJSPO公認スポーツ指導者資格（スタートコーチ（スポーツ少年団）含む）養成講習会を
受講し、修了した者

確認方法 指導者マイページにログインの上、

トップページの「講習会申込履歴」に

記載の受講番号をご確認ください

● 日本サッカー協会（JFA）公認指導者資格（C級以上）を保有している

確認方法 公益財団日本サッカー協会の運営する「JFA ID」またはお持ちの指導者ライセンス証を

ご確認ください

● 日本バスケットボール協会（JBA）公認指導者資格（C級以上）を保有している者

確認方法 公益財団法人日本バスケットボール協会の運営する「TeamJBA（会員登録管理システム）」

またはお持ちの登録証（カード）をご確認ください

● JSPO公認スポーツリーダーまたは失効した認定員資格を保有している者

確認方法 お持ちの認定証をご確認ください

【表面】 【裏面】

上記1～4のいずれにも該当しない者

スポーツ少年団の理念を学んでいない指導者（理念なし）について

以下に該当する方は、「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者（理念○）」として登録が可能です。

1. 令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において「認定育成員資格」保有者であった者

2. 令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において「認定員資格」保有者であった者

3. 令和元（2019）年度以前にシニア・リーダー資格を認定され、現在も保有している者（※令和5登録までの移行措置）

または、令和2（2020）年度以降にシニア・リーダー資格を認定され現在も保有し、併せて他の指導者資格も保有している者

4. JSPO公認スタートコーチ（スポーツ少年団）資格を保有している者（前年度同資格養成講習会受講修了を含む）

スポーツ少年団の理念を学んだ指導者（理念あり）について

２．メンバー登録
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2-6.指導者の登録(更新)

・指導者【更新登録】をする場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

指導者の更新登録は完了です。

⚠️ 指導者登録には必ずいずれかの資格で「はい」を選択のうえ、登録番号を入力する必要があります。

⚠️ 各種資格が「有効状態」であるかを確認しております。

「エラー」が表示された場合は、お持ちの資格の有効状態や登録番号を再度ご確認ください。

登録手順

保有されている指導者資格に「はい」を選択のうえ、

資格の各種登録番号を入力してください。

※既に資格の登録番号が入力されている場合は、ご確認くだ

さい。

保有されていない指導者資格には、

すべてに必ず「いいえ」を選択してください。

すべての項目の選択が完了次第、

をクリックしてください。

赤字で「エラー」が表示された場合は、

お持ちの資格の有効状態や登録番号を再度ご確認ください。

確認する

以下のすべての指導者資格の保有状況について、「はい」または「いいえ」を選択してください。

また、保有されている指導者資格に「はい」を選択のうえ、資格の各種登録番号を入力してください。
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2-6.指導者の登録(更新)

・指導者【更新登録】をする場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

◆更新しない場合

登録手順

「更新登録しない場合」

⇒表示されている氏名を確認し、

『更新しない』をクリックします。

『更新しない』を選択された方の氏名等の情報が

グレーの網掛けに変更され、下段に表示されます。
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2-7.役員・スタッフの登録(新規)

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

をクリックします。

＋新規(はじめて登録する人)

登録必須項目（※事前にご準備いただくもの）

「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」

※１：「個人ID」とは個人を識別するためのIDを指します。

または から登録される方は個人IDを使用しますので、

登録前に必ず「個人ID」をご確認ください。

個人IDがご不明な場合は、所属する単位団または前年度所属していた単位団の代表者もしくは市区町村スポーツ少年団に

お問合せください。※今年度『新規登録』をされる方は、メンバー登録の時点では個人IDはありません。

＋過去に登録したことがある人 ＋重複(複数団で登録する人)

役員・スタッフの新規登録には3つの登録パターンがあります。それぞれの登録手順に沿って、登録を行ってください。

‥‥スポーツ少年団登録システムに初めて登録する方 ⇒「個人ID」はまだ付されていません

‥‥令和2（2020）年度以降にスポーツ少年団登録システムに登録をされたことがある方

⇒ 既に「個人ID」が付与されています（※詳細下記）

‥‥既に他の単位団や市区町村・都道府県スポーツ少年団に登録されている方

⇒ 既に「個人ID」が付与されています（※詳細下記）

＋新規(はじめて登録する人)

＋過去に登録したことがある人

＋重複(複数団で登録する人)

＋新規(はじめて登録する人) ＋過去に登録したことがある人 ＋重複(複数団で登録する人)
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2-7.役員・スタッフの登録(新規)

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

【基本情報】を入力します。
★必須入力項目

★ 「役割」
・・『役員』または『スタッフ』の

どちらの役割で登録するか選択します。
●「役職」

・・単位団の『代表者』もしくは『事務担当者』
の場合は、選択してください。

★ 「氏（カナ）」
★ 「名（カナ）」
★ 「性別」
★ 「生年月日」
★ 「郵便番号」
★ 「住所」
★ 「電話番号」
● 「メールアドレス」

入力後、 をクリックします。次へ
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2-7.役員・スタッフの登録(新規)

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

確認画面が表示されますので、
登録内容に問題がなければ、

をクリックしてください。登録する

登録手順

役員・スタッフの新規登録は完了です。
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2-7.役員・スタッフの登録(新規)

・役員・スタッフ【+過去に登録したことがある人】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

をクリックします。

＋過去に登録したことがある人

登録手順

【基本情報】を入力します。
★必須入力項目

★「氏（カナ）」
★「名（カナ）」
★「性別」
★「生年月日」
★「個人ID」

※個人IDがご不明な場合は、所属する単位団ま
たは前年度所属していた単位団の代表者もしくは
市区町村スポーツ少年団にお問合せください。

入力後、 をクリックします。次へ
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2-7.役員・スタッフの登録(新規)

・役員・スタッフ【+過去に登録したことがある人】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

確認画面が表示されますので、
問題がなければ、

をクリックしてください。登録する

登録手順

役員・スタッフ【+過去に登録したことがある人】

の新規登録は完了です。
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2-7.役員・スタッフの登録(新規)

・役員・スタッフ【+重複(複数団で登録する人)】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

をクリックします。

＋重複(複数団で登録する人)

登録手順

【基本情報】を入力します。
★必須入力項目

★「氏（カナ）」
★「名（カナ）」
★「性別」
★「生年月日」
★「個人ID」

※個人IDがご不明な場合は、所属する単位団
または前年度所属していた単位団の代表者もし
くは市区町村スポーツ少年団にお問合せくださ
い。

入力後、 をクリックします。次へ

登録手順
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2-7.役員・スタッフの登録(新規)

・役員・スタッフ【+重複(複数団で登録する人)】を登録する場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

登録手順

確認画面が表示されますので、
問題がなければ、

をクリックしてください。

登録する

登録手順

役員・スタッフ【+重複（複数団で登録する人）】の

新規登録は完了です。
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2-8.役員・スタッフの登録(更新)

・役員・スタッフ【更新登録】をする場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

◆更新する場合

登録手順

「更新登録する場合」

⇒表示されている氏名を確認し、
『更新する』をクリックします。

登録手順

『修正』（「登録内容の変更」）
登録内容に誤りがある場合は、『修正』にて変更を行います。

「氏」「氏(カナ)」「住所」などの登録情報の修正ができます。
「名」「名(カナ)」の修正が必要な場合は、「登録完了」と
なった後、市区町村スポーツ少年団にお問合せください。
※他人の情報に書き換える等の操作は絶対に行わないようお願
いいたします。

◆更新しない場合
登録手順

「更新しない場合」

⇒表示されている氏名を確認し、
『更新しない』をクリックします。
『更新しない』を選択された場合、
氏名情報がグレーに網掛けされ、
下段に表示されます。

登録手順

『登録変更』
「団員」または「指導者」に登録区分
の変更できます。

※指導者に変更した場合、新たに資格
確認が必須となります。
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入力した「団員」「指導者」「役員・スタッフ」の登録確定を行います。

※ をクリックすることで「登録内容」と「登録料」が確定され、市区町村スポーツ少年団への
「承認申請」に進むことができます。

（⚠この時点では、入力いただいた登録内容が確定しただけであり、メンバー登録が完了しているわけでは
ありませんのでご注意ください。 ）

単位団の登録には原則、下記の【登録要件①～④】をすべて満たしている必要があります。
※登録要件に関してご不明な点等ございましたら、市区町村スポーツ少年団へお問合せください。

確定する

①団員10名以上の登録が必要

・・・単位団には、原則団員10名以上の登録が必要となります。

②「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者」２名以上の登録が必要

・・・指導者のうち「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者」２名以上の登録が必要となります。

全ての更新単位団において「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者」が1名以下でも登録を可能とする。

ただし、以下の（1）または（2）を満たすこと。

（1）「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者」が1名登録した場合

⇒ この1名を除いた指導者または役員・スタッフのうち少なくとも1名が、

令和5年度にスタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会の受講を修了すること

（2）「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者」がいない（0名）の場合

⇒ 指導者または役員・スタッフのうち少なくとも計2名が、

令和5年度にスタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会の受講を修了すること

③指導者または役員・スタッフの中から代表者1名の登録が必要
・・・指導者または役員・スタッフの中から代表者1名を登録する必要があります。

④指導者または役員・スタッフの中から事務担当者1名の登録が必要
・・・指導者または役員・スタッフの中から事務担当者1名を登録する必要があります。

登録いただいた事務担当者宛に、日本スポーツ協会が発刊する「Sports Japan」を2ヶ月に一度（奇数月）発送いたします。

【指導者登録にあたる留意事項】

下記いずれかの指導者資格のみを保有されている方は、令和5（2023）年度スポーツ少年団登録まで指導者登録が可能です。

令和6（2024）年度以降は、公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）公認スポーツ指導者資格等の保有が義務付けられますことを

ご留意ください。

＜該当資格＞
・スポーツ少年団認定員資格のみを保有している者
・JSPO公認スポーツリーダーのみを保有している者（認定員失効者含む）
・令和元（2019）年度以前に認定され、現在もシニア・リーダー資格のみ保有している者

登録要件について

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

以下に該当する方は、「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者（理念○）」として登録が可能です。

1. 令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において「認定育成員資格」保有者であった者

2. 令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において「認定員資格」保有者であった者

3. 令和元（2019）年度以前にシニア・リーダー資格を認定され、現在も保有している者

4. 令和2（2020）年度以降にシニア・リーダー資格を認定され現在も保有し、併せて他の指導者資格も保有している者

5. JSPO公認スタートコーチ（スポーツ少年団）資格を保有している者（前年度同資格養成講習会受講修了者を含む）

「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者（理念○）」について

※令和5年度スポーツ少年団登録における緩和措置

3-1.登録の確定(登録要件)について
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『一時保存』 ・・・登録作業の途中であり、登録が完了していない状態です。
一時保存の場合は、「登録者の追加」「修正」が可能です。

『入力確定』 ・・・登録内容の確定はできていますが、市区町村スポーツ少年団への申請が完了できていない状態です。

をクリックすると、「登録者の追加」「修正」ができないため、再度作業が必要な場合は、

以下の手順で操作を行ってください。

＜一時保存へ戻す手順＞

※ → をクリックし、 に戻すと、再度編集が可能です。

『登録完了』 ・・・登録内容を確定し、市区町村スポーツ少年団に申請を行っている状態です。
市区町村スポーツ少年団より「承認」されるまでお待ちください。

『申請中』 ・・・市区町村スポーツ少年団より登録内容の「承認」がなされている状態です。
登録料の支払（決済）を進めてください。 (P.52参照)

承認済 ・・・市区町村スポーツ少年団より登録内容の「承認」があり、
単位団における登録料支払手続きの完了を待っている状態です。

『 ・・・単位団において登録料が入金済みで、登録が完了できている状態です。

一時保存

入力確定

確定する

登録料の確認 取り消す 一時保存

入金待ち

申請中

登録完了

承認済

ステータスについて

3-1.登録の確定(登録要件)について

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了
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登録にあたり、満たしている項目が表示されま
す。

緑色枠

警告メッセージが表示されます。

まで進むことはできますが、
一部の登録要件を満たしていないため、
ご所属の市区町村スポーツ少年団にご確認のうえ、
確定作業を行って下さい。

登録者に同姓同名の方が複数登録されている
可能性がありますので、
必ず、再度登録者をご確認ください。

黄色枠

エラーメッセージが表示されます。
記載内容を満たしていないため、
登録を確定することができません。

必ず、登録内容をご確認ください。

確定する

赤色枠

ボタンがクリックできない場合は、以下のエラーが発生しています。

① 「代表者」または「事務担当者」が選択されていない

⇒ 該当の「指導者」または「役員・スタッフ」の ボタンをクリックのうえ、

必ず「代表者」または「事務担当者」を選択してください

② 指導者の「資格確認」が全て完了していない

⇒ 「資格の確認」欄が赤色の網掛けとなっている指導者の ボタンをクリックのうえ、

必ず保有資格の情報を選択・入力してください

③ 18歳以上の「指導者」または「役員・スタッフ」が2名以上登録されていない

⇒ 18歳以上の「指導者」または「役員・スタッフ」を2名以上登録してください

④ 登録期間外である

⇒ 登録期間をご確認の上、ご所属の市区町村スポーツ少年団にお問い合わせください

確定する

修正

資格確認

3-1.登録の確定(登録要件)について

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了
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登録料の内訳・支払金額をご確認ください。

確認後、 をクリックします。

※所属している市区町村スポーツ少年団が設定した支払方法のみが表示されます。

※支払方法について

【支払方法の種類】

①クレジットカード・・・VISA/MASTER/JCB/AMRICANEXPRESS/Diners

②コンビニエンスストア・・・セブンイレブン/ファミリーマート/ローソン/ミニストップ/セイコーマート/デイリーヤマザキ

③窓口（現金）・・・市区町村スポーツ少年団窓口を訪問し直接支払い

④口座振り込み・・・市区町村スポーツ少年団の指定銀行口座に振り込み

⚠クレジットカード支払またはコンビニ支払を選択された場合、登録料とは別にシステム手数料が必要となります。
決済前に必ず、システム手数料をご確認ください。

申請に進む

・決済方法の選択

4-1. 市区町村スポーツ少年団への申請について

『支払方法』よりご希望の支払方法を選択します。
（※支払方法について、下記参照）

選択後、 をクリックします。申請する

⚠「クレジットカード支払」または「コンビニ支払」を選
択された場合、登録料とは別にシステム手数料が必要とな
ります。
決済前に必ず、システム手数料をご確認ください。
※システム手数料は、「支払金額一覧」下部の「こちら」
をクリックしてご確認ください。

4．申請・承認

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

50



をクリックすることで、

『一時保存』に戻り、再度編集可能になります。

市区町村スポーツ少年団での承認後、
単位団の代表メールアドレス宛に「支払依頼（請求）メール」が送信されます。

単位団は、支払依頼（請求）メールを受信後、『登録料の支払』（次ページ）に進みます。
※登録料の支払が可能となります。

登録システム上で承認状況を確認したい場合は、以下の手順で確認ができます。

『 ログイン ⇒ メンバー登録 ⇒ 登録料の確認 』

「未決済」 （承認前）・・・市区町村スポーツ少年団へ申請を行い、承認待ち（登録料未支払）の状態です。

※ をクリックすると、『一時保存』に戻り、再度、登録内容の編集が可能となります。

「入金待ち」（承認済み）・・・市区町村スポーツ少年団が単位団の登録内容を確認し、「承認」した状態です。

「決済完了」（登録完了）・・・単位団が登録料の支払を行い、支払完了（登録完了）の状態です。

ステータスについて

4-２. 申請・承認のステータスの確認について

未決済

入金待ち

決済完了

取り消す

取り消す

ステータスで、申請状況の確認ができます。

※詳細は下記をご参照ください。

市区町村スポーツ少年団への申請が完了いたしました。

単位団が登録した登録内容を市区町村スポーツ少年団にて確認を
行い、登録内容に修正がない場合は、「承認」されます。

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了
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・支払の流れ

『4.申請』で選択した支払方法にて登録料の支払（決済）を行いま
す。

※市区町村スポーツ少年団にて登録内容の承認後、
単位団の代表メールアドレス宛に「支払依頼（請求）
メール」が送信されます。
支払依頼メールに記載の内容に沿って登録料をお支払
いただきます。

登録システム上で登録料を確認する場合は、以下の手順で確認ができます。
『 ログイン ⇒ メンバー登録する ⇒ 登録料の確認 』

また、「クレジットカード決済」または「コンビニ決済」にてお支払する場合は、
『 ログイン ⇒ メンバー登録する ⇒ 登録料の確認 ⇒ 決済に進む 』から支払画面に進むことができます。

ログイン後、『メンバー登録する』を
クリックし、該当する作成日時をクリック
してください。

をクリックしてください。登録料の確認

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

5-1.登録料の支払について
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をクリックをしてください。決済に進む

支払方法を変更する場合は

をクリックしてください。

申請中に戻す

・クレジットカード決済の場合

支払手順

＜必須入力項目＞
★「クレジットカード番号」
★「有効期限」
★「セキュリティコード」(カード裏面に記載の数字）

をクリック

⚠「支払」は２回以上クリックしないようご注意ください。

支払

支払手順

クレジットカードでの支払が完了しました。

ステータスが になります。登録完了

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

5-1.登録料の支払について
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・コンビニ決済の場合

登録システム上で登録料および承認状況を確認する場合は、以下の手順で確認ができます。
『 ログイン ⇒ メンバー登録する ⇒ 登録料の確認 』

また、「クレジットカード決済」または「コンビニ決済」にてお支払する場合は、
『 ログイン ⇒ メンバー登録する ⇒ 登録料の確認 ⇒ 決済に進む 』から支払画面に進むことができます。

ログイン後、「メンバー登録する」を
クリックし、作成日時をクリックしてくだ
さい。

支払手順

※市区町村スポーツ少年団にて登録内容を承認後、
単位団の代表メールアドレス宛に「支払依頼（請
求）メール」が送信されます。

件名：【スポーツ少年団登録システム】支払依頼
のお知らせ

●「登録数の内訳」

●「支払依頼内容（支払金額）」

支払依頼メールの受信後、上記の内容をご確認の

うえ、メールに記載のURLをクリックし、支払情

報の入力へお進みください。

をクリックしてくださ

い。

登録料の確認

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

5-1.登録料の支払について
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をクリックしてください。決済に進む

支払方法を変更する場合は、

をクリックしてください。

申請中に戻す

支払手順

＜必須入力項目＞
★「決済サービスオプション」

（ご希望の支払先のコンビニを選択してください）
※「電話番号」はコンビニでお支払の際の確認項目として使用します。

★「姓・名」（登録者以外の氏名でも入力可能）
★「電話番号」を入力

をクリック

⚠「支払」は２回以上クリックしないようご注意ください。

支払

・コンビニ決済の場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

5-1.登録料の支払について
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・コンビニ決済の場合

【受付番号】が発行されます。

決済画面で入力した、

●「姓・名」
（※決済画面で入力した氏名）

●「電話番号」
●「受付番号」

を持参し、選択されたコンビニにて
支払を行ってください。

支払手順

支払手順

【受付番号】はメールにも記載されます。

メール件名：
【スポーツ少年団登録システム】登録に関する
コンビニ支払番号発行のお知らせ

※支払期限までに必ず登録料をお支払ください。

コンビニでの支払方法については、
メールに記載のURLよりご確認ください。

支払手順

コンビニでの支払が完了すると、ステータスが

になります。

※支払期限までに必ず、登録料をお支払いください。

登録完了

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

5-1.登録料の支払について
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・現金決済（銀行振込）の場合

市区町村スポーツ少年団での承認が完了後、支払依頼（請求）メールが送信されます。
支払期限までに支払依頼（請求）メールに記載の市区町村スポーツ少年団の指定銀行口座に登録料をお振込ください。

※市区町村スポーツ少年団にて登録内容を承認後、
単位団の代表メールアドレス宛に
「支払依頼（請求）メール」が送信されます。

件名：【スポーツ少年団登録システム】支払依頼のお知らせ

●「登録数の内訳」

●「支払依頼内容（支払金額）」

●「振込先」

●「支払期限」

上記の内容をご確認のうえ、登録料をお振込ください。

支払手順

振込が完了し、市区町村スポーツ少年団にて登
録料納入の確認が完了するとステータスが

になります。登録完了

支払手順

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

5-1.登録料の支払について
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・現金決済（窓口）

市区町村スポーツ少年団での承認が完了後、支払依頼（請求メール）が送信されます。
支払期限までに市区町村スポーツ少年団窓口に訪問し、登録料の支払を行ってください。

※市区町村スポーツ少年団にて登録内容を承認後、
単位団の代表メールアドレス宛に「支払依頼（請求）メー
ル」が送信されます。

件名：【スポーツ少年団登録システム】支払依頼のお知らせ

●「登録数の内訳」

●「支払依頼内容（支払金額）」

●「振込先」

●「支払期限」

上記の内容をご確認のうえ、登録料をお支払ください。

支払手順

支払が完了し、市区町村スポーツ少年団にて登録
料納入の確認が完了するとステータスが

になります。登録完了

支払手順

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

5-1.登録料の支払について
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登録料の支払（決済）後の『単位団基本情報』ページ

登録料の支払（決済）完了後、『単位団基本情報』に登録したメンバー（団員、指導者、役員・スタッフ）
が反映されます。

＜基本情報＞
登録した基本情報が表示されます。

【編集する】より「結成年月日」「保険加入」「連絡先メールアドレス」の変更を行うことができます。

＜連絡先＞
登録された「代表者」「事務担当者」の連絡先が表示されます。

【編集する】より、「代表者」「事務担当者」の変更を行うことができます。

ただし、 の「指導者」または「役員・スタッフ」に限り、変更が可能です。

＜活動内容＞
登録した活動内容が表示されます。

【編集する】より「活動頻度」「育成母集団の有無」「総合型クラブとの連携」「活動場所」「URL」
「PRコメント」「種目」の変更を行うことができます。

『単位団名簿のダウンロード(PDF)』

ダウンロードを行う時点で、

になっている登録者の情報が表示された

名簿（PDF)がダウンロードできます。

登録完了

登録完了

編集する

編集する

編集する

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

６-1. 登録の完了について

6．登録完了
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【団員】【指導者】【役員・スタッフ】

・・・今年度、登録完了のメンバーが表示されます

・・・今年度、未登録のメンバーが表示されます。

登録者の氏名をクリックすると、個人詳細画面に遷移し、
リーダー資格や指導者資格・連絡先等が確認できます。

登録完了

今年度未登録

【今年度登録者数】

今年度登録が完了している登録者数を一覧で表示していま

す。

●指導者、役員・スタッフ

性別、更新別、少年団の理念有無の指導者数および、

性別、更新別の役員・スタッフ数を表示しています。

●団員

性別、学年別の団員数およびジュニア・リーダー、

シニア・リーダー資格保有者数を表示しています。

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

６-1. 登録の完了について
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7-1. 追加登録について

市区町村スポーツ少年団が設定している登録期間内であれば、『追加登録』を行うことが可能です。

追加登録を行う場合は、2.メンバー登録（P.12）と同様に、再度メンバー登録作業を行います。

※追加登録には、『7-2.決済完了前の追加登録』と『7-3.決済完了後の追加登録』の2パターンがあります。

7-2. 決済完了前の追加登録

登録手順

ステータスが の場合は、

【作成日時】をクリックして、メンバー登録画面より追加登録が可能です。

【作成日時】
メンバー登録の作業を開始した日時が表示されます。

登録手順

【登録期間】
市区町村スポーツ少年団が定めた登録期間が表
示されます。
※登録期間内のみメンバー登録が可能です。

一時保存

・ステータスが【一時保存】の場合

・ステータスが【入力確定】の場合

登録手順

は、一度メンバー登録を確定している状態です。

ステータスを に戻すことで、追加登録が可能となります。

【作成日時】をクリックして、確定したメンバー登録の取り消し作業を行いま
す。

入力確定

一時保存

登録手順

をクリックして、確認画面に進みます。登録料の確認

7．追加登録
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7-2. 決済完了前の追加登録

・ステータスが【入力確定】の場合

登録手順

『登録料の確認』画面の右下にある、

ボタンをクリックします。取り消す

登録手順

確認画面が表示されます。

をクリックすると、 のステータスに戻り、

再度メンバーの追加、編集作業が可能となります。

一時保存OK

7．追加登録
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7-2. 決済完了前の追加登録

・ステータスが【申請中】の場合

は、メンバー登録を確定し、市区町村スポーツ少年団へ

登録の申請をしている状態です。

ステータスを に戻すことで、追加登録が可能となります。

【作成日時】をクリックして、申請の取り消し作業を行います。

申請中

一時保存

登録手順

登録手順

確認画面が表示されます。

をクリックすると、

のステータスに戻り、

再度メンバーの追加、編集作業が可能となりま
す。

一時保存

OK

登録手順

をクリックして、確認画面に進みます。登録料の確認

登録手順

『登録料の確認』画面の右下にある、

ボタンをクリックします。取り消す

7．追加登録
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7-2. 決済完了前の追加登録

・ステータスが【入金待ち】の場合

は、市区町村スポーツ少年団が単位団の申請を承認し、

登録料の支払い依頼をしている状態です。

追加登録を行う場合には、市区町村スポーツ少年団にご連絡の上、

【差し戻し】を行っていいただく、または、現在、支払い依頼のある

登録料を納入後、下記『7-3.決済完了後の追加登録』に従って、

追加登録を行ってください。

入金待ち

登録手順

7-3. 決済完了後の追加登録

登録手順

をクリックすると、確認画面が表示されます。

をクリックするとメンバー登録画面に遷移し、

追加登録が可能となります。

開始

OK

7．追加登録
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8-1. パスワードの変更について

修正手順

「現在のパスワード」
「新しいパスワード」
「新しいパスワード(確認)」を入力し、

をクリックします。

※パスワードの変更にあたり必須条件があります
のでご注意ください。
＜必須条件＞
・英字小文字1文字以上
・英字大文字1文字以上
・数字1文字以上
・記号1文字以上

保存する

8. 登録内容の修正について

左側メニューの『単位団基本情報』より単位団の基本情報や登録者の情報を修正・変更することが可能です。

※一部、修正ができない項目については、ご所属の市区町村スポーツ少年団または都道府県スポーツ少年団まで

お問合せ下さい。

＜修正できない項目＞

●氏名の「名」および「名（カナ）」 ●各種資格情報

左側メニュー【＞アカウント情報】画面から

をクリックします。パスワードを変更する

8．各種内容の修正
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8-2. 代表メールアドレスの変更について

左側メニューの【＞アカウント情報】画面から

をクリックします。代表メールアドレスを変更する

修正手順

現在ご登録されている代表メールアドレスを削除し、

新しい代表メールアドレスを入力してください。

入力後 をクリックします。保存する

修正手順

変更した新しい代表メールアドレス宛に、

確認メールが送信されます。

受信したメールに記載されているURLを必ずクリック

してください。

URLをクリックし、変更作業は完了となります。

※代表メールアドレス宛の確認メールに記載されている

URLの有効期限は30分です。

必ず30分以内にURLをクリックしてください。

修正手順
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8-3. 「単位団基本情報」の修正

修正手順

左側メニューの【＞単位団基本情報】画面から、

編集する項目の ボタンをクリックします。

【基本情報】
登録した単位団の基本情報が表示されます。
「結成年月日」・「保険加入の有無」・「連絡先メールアドレス」の編集が可能です。
（基本情報の登録はP.9参照）

【連絡先】
登録した「代表者」・「事務担当者」が表示されます。
「代表者」・「事務担当者」は「登録完了」の指導者、役員またはスタッフより選択が可能で

す。
（連絡先の登録はP.11参照）

【活動内容】
登録した活動内容が表示されます。
「活動間隔」・「育成母集団の有無」・「活動場所」・「URL」・「PRコメント」・「種目」の
編集が可能です。（活動内容の登録はP.10参照）

編集する
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8．各種内容の修正



8-４. 登録者の情報の修正について

左側メニューの【＞単位団基本情報】画面の下部に

登録者の一覧が表示されます。

編集したい登録者の氏名をクリックしてください。

修正手順

編集する項目の ボタンをクリック
します。

【基本情報】
氏名の「姓」・「姓（カナ）」・「生年月日」
の編集が可能です。

編集後、 をクリックすると

編集が完了します。
※氏名の「名」・「名（カナ）」の修正が必要
な場合は、ご所属の市区町村スポーツ少年団に
お問合せ下さい。
※他人へ書き換える等の修正は絶対に行わない
ようお願いいたします。

【連絡先】
登録した「指導者」・「役員」・「スタッフ」
の連絡先（住所・電話番号・メールアドレス）
の編集が可能です。

編集後、 をクリックすると、

編集が完了します。

編集

保存する

保存する

修正手順
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9-1. 登録履歴

【年度】
・・登録を行った年度を選択し、登録履歴
の検索ができます。
※登録履歴は、今年度および前年度の
登録情報のみを確認することができます。

【登録履歴一覧】
・・登録履歴が一覧で表示されます。

「年度」・「作成日」・「団員数」・
「指導者数」・「役員数」・「スタッフ数」・
「支払金額」が一覧で表示されます。

※【作成日】をクリックすると、当該年度に登録
した「団員」・「指導者」・「役員・スタッフ」
の登録者情報や、「登録料」の詳細を確認するこ
とができます。

9．その他
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9-2. 登録されている指導者資格の確認方法

【資格】

・・左側のメニューから『単位団基本情報』を選

択し、画面下部の指導者の一覧には、保有してい

る指導者資格番号が表示されます。

【資格・資格検証状態】

・・登録者の【氏名】をクリックすると、登録者

の指導者資格の情報を確認することができます。
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9．その他


	01_Web登録説明資料(表紙).pdf
	02_登録事務について.pdf
	03_少年団登録＜概略＞.pdf
	04_アカウント発行メールについて.pdf
	05_スタートコーチ申込について.pdf
	06_web登録チェックリスト.pdf
	07_20230322_単位団マニュアルver.1.0.pdf
	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59
	スライド 60
	スライド 61
	スライド 62
	スライド 63
	スライド 64
	スライド 65
	スライド 66
	スライド 67
	スライド 68
	スライド 69
	スライド 70

	空白ページ

